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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る 

賃上げ表明書留意事項への追記事項及び第三者による賃上げ実績確認様式の 

補足事項について 

 

総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げ実施企

業に対して加算点又は技術点の加点を行うことについては、「総合評価落札方式における

賃上げを実施する企業に対する加点措置について」（令和３年 12 月 24 日付け国官会第

16409 号、国官技第 243 号、国営管第 528 号、国営計第 150 号、国港総第 526 号、国港技

第 65 号、国空予管第 677 号、国空空技第 381 号、国空交企第 210 号、国北予第 47 号）、

「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について（工事及び

建設コンサルタント業務等）」（令和８年３月 31 日付け国官会第 22759 号、国官技第 571

号、国営管第 634 号、国営計第 186 号、国営整第 202 号、国港総第 1472 号、国港技第

133 号、国空予管第 1604 号、国空空技第 593 号、国空交企第 440 号、国北予第 35 号。以

下、両通知を「課長通知」という。）及び「総合評価落札方式における賃上げを実施する

企業に対する加点措置に係る運用等について」（令和４年２月８日付け事務連絡。以下

「２月８日付け事務連絡」という。）により、運用してきているところである。 

今般、令和５年度における賃上げ表明が開始されるほか、財務省より各省各庁に対し

て、「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る運用等に

ついて」（令和４年２月８日付け財計第 452 号）に基づく提出書類について」（令和４年

10 月 26 日付け事務連絡）が発出され、第三者により賃上げ実績を確認する場合に提出す

る様式について連絡があったことに伴い、下記のとおり取り扱うこととしたので遺漏なき

ように措置されたい。 

 

記 

１．賃上げ表明書留意事項への追記事項について 

  課長通知別紙１若しくは別紙１の１又は別紙１の２に示す表明書において、入札参加



 
者が賃上げを表明する際の留意事項を示すため、留意事項に以下のとおり記載を追加

して使用すること。（参考１・２・３） 

 

 

２．第三者による賃上げ実績確認様式の補足事項について 

課長通知記４に定める方法で賃上げを実績確認するときの様式については、２月８

日事務連絡の別紙様式を周知しているところであるが、当該様式に代えて本事務連絡

の別記様式を使用することができる。 

 

５．前事業年度又は前年に、賃上げ表明に対する加点措置を受けた上で契約を締結し

た場合における、前回と今回の賃上げ実施期間に重複がないよう留意してくださ

い。 

なお、前回の賃上げ実施期間を表明時から後ろ倒した場合、前回の賃上げ実施期

間と今回の表明期間が重複することは有り得ますが、その場合も前回と今回の賃上

げ実施期間には重複がないように留意してください。 



 
（別記様式） 

賃金引上げ計画の達成について 

 
（記載事例１） 
 当社は、評価対象事業年度（又は暦年）において、〇人の従業員が退職する一方、〇人

の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまったものの、継続

雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行

したものと考えております。 
この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出しま

す。 

 
（記載事例２） 
 当社は、評価対象の前事業年度（前年）は災害時の応急対策に従事することなどによる

超過勤務手当が多く発生した（対前年（度）〇％増加）が、評価対象年（度）においては

その対応がなかったため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。これらの要因によ

り、給与支給総額は○％の増加にとどまったものの、基本給総額は〇％増加していたた

め、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。 この点について、計算の

基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。 

 
令和〇年〇月〇日 

  （住所）                
  （法人名）  株式会社〇〇〇〇     

代表取締役 〇〇 〇〇 
（添付書類） 
・〇〇〇 
・〇〇〇 

 
 

上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、計算誤り

がない旨確認しました。 

 
令和〇年〇月〇日 
（住所） 
（公認会計士等の氏名） 

 
 
※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。 
 



（別記１）

大臣官房会計課長 殿 中国地方整備局副局長 殿

大臣官房官庁営繕部長 殿 四国地方整備局長 殿

自動車局長 殿 四国地方整備局次長 殿

港湾局長 殿 九州地方整備局長 殿

航空局長 殿 九州地方整備局副局長 殿

北海道局長 殿 北海道開発局開発監理部長 殿

国土技術政策総合研究所長 殿 北海道運輸局長 殿

国土技術政策総合研究所副所長 殿 東北運輸局長 殿

国土交通大学校長 殿 関東運輸局長 殿

国土地理院長 殿 北陸信越運輸局長 殿

海難審判所長 殿 中部運輸局長 殿

東北地方整備局長 殿 近畿運輸局長 殿

東北地方整備局副局長 殿 中国運輸局長 殿

関東地方整備局長 殿 四国運輸局長 殿

関東地方整備局副局長 殿 九州運輸局長 殿

北陸地方整備局長 殿 神戸運輸監理部長 殿

北陸地方整備局次長 殿 東京航空局長 殿

中部地方整備局長 殿 大阪航空局長 殿

中部地方整備局副局長 殿 観光庁次長 殿

近畿地方整備局長 殿 気象庁長官 殿

近畿地方整備局副局長 殿 運輸安全委員会事務局長 殿

中国地方整備局長 殿 海上保安庁長官 殿



 

（別紙１の１）                             【大企業用】 

 

 

参考１（工事・建設コンサルタント業務等） 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 

 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は

対前年）増加率○％以上とすることを 

表明いたします。 

 従業員と合意したことを表明いたします。 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 

 

 

 

 

 

 

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外の 

ところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 

  

状況に応じいずれかを選択※ 



 

（別紙１の１）                             【大企業用】 

 

 

参考１（工事・建設コンサルタント業務等） 

（留意事項） 

１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内に契約担

当官等に提出してください。 

  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 

２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３

か月以内に契約担当官等に提出してください。 

３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 

４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる国土交通省直轄工事・建設コンサルタント業務等の総合評価落札

方式による入札に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時

に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとしま

す。 

５．前事業年度又は前年に、賃上げ表明に対する加点措置を受けた上で契約を締

結した場合における、前回と今回の賃上げ実施期間に重複がないよう留意し

てください。 

なお、前回の賃上げ実施期間を表明時から後ろ倒した場合、前回の賃上げ実

施期間と今回の表明期間が重複することは有り得ますが、その場合も前回と今

回の賃上げ実施期間には重複がないように留意してください。 

 



 

（別紙１の２）                          【中小企業等用】 

 

参考２（工事・建設コンサルタント業務等） 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 

 

当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とす

ることを 

表明いたします。 

 従業員と合意したことを表明いたします。 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 

 

 

 

 

 

 

※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外の 

ところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 

  

状況に応じいずれかを選択※ 



 

（別紙１の２）                          【中小企業等用】 

 

参考２（工事・建設コンサルタント業務等） 

（留意事項） 

１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内に契約担

当官等に提出してください。 

  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 

２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３

か月以内に契約担当官等に提出してください。 

３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 

４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合に行われ

ることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異な

ることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等によ

り適宜の方法で通知するものとします。 

５．前事業年度又は前年に、賃上げ表明に対する加点措置を受けた上で契約を締

結した場合における、前回と今回の賃上げ実施期間に重複がないよう留意し

てください。 

なお、前回の賃上げ実施期間を表明時から後ろ倒した場合、前回の賃上げ実

施期間と今回の表明期間が重複することは有り得ますが、その場合も前回と今

回の賃上げ実施期間には重複がないように留意してください。 

 



（別紙１）                           
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とす

ることを 

表明いたします。 
 従業員と合意したことを表明いたします。 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
 
 
 
 
 
 
※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外の 

ところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。 
  

状況に応じいずれかを選択※ 

参考３（物品・役務等） 



（別紙１）                           
 

（留意事項） 
１．事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３ヵ月以内に契約担

当官等に提出してください。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から３

ヵ月以内に契約担当官等に提出してください。 
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合

若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確

認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価

落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとし

ます。 
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由

の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開

始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものと

します。 
５．前事業年度又は前年に、賃上げ表明に対する加点措置を受けた上で契約を締

結した場合における、前回と今回の賃上げ実施期間に重複がないよう留意し

てください。 
なお、前回の賃上げ実施期間を表明時から後ろ倒した場合、前回の賃上げ実

施期間と今回の表明期間が重複することは有り得ますが、その場合も前回と今

回の賃上げ実施期間には重複がないように留意してください。 
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